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解釈改憲と国家安全保障基本法制定で
集団的自衛権行使狙う

憲法の3大原則を投げ捨てる
自民党改憲草案
　日本国憲法は「国民主権」「基本的人権」「平和主義」を3大原
則としています。
　自民党の改憲草案は、天皇の元首化や国旗・国歌尊重の義務化
など、国民主権を否認しています。また、97条の「基本的人権の本質
=侵すことのできない永久の権利」を削除し、国民の基本的人権より
「国家の利益」を優先するものに変えようとしています。さらに、9条の2
項に「国防軍を保持する」と加え、戦争できる国に変えようとしています。

　ASEAN(東南アジア諸国連合)は、領土問題な
どの紛争には、対話を通じた平和的な解決をめざし
ています。また、シリア問題では、米オバマ大統領は
武力攻撃について言及しましたが、米国内で反対の
世論が広がり、ロシアが提案した解決案を多くの国
が支持し、武力攻撃は回避されました。
　戦争の放棄をうたった憲法9条を持つ日本こそ
が、そうした発信をすべきです。

９条 紛争は話し合いで解決を
戦争の放棄 生存権、国の生存権保障義務

労働の権利・義務、労働条件の基準

　2012年社会保障制度改革推進法が成立しまし
た。これは、福祉を「自己責任」にし、国の義務とし
ている生存権保障を投げ捨てるものです。
　憲法25条は人類の歴史の中で、国家に認めさせ
てきた人類の財産です。歴史に逆行する政府の姿
勢を今すぐ改め、国民が人間らしく暮らせる政治へ
の転換をすべきです。

25条 歴史が培った生きる権利

　安倍「雇用改革」の狙いは、労働者の賃金引き
下げと解雇を容易にして、「世界一企業活動がしや
すい国」にすることです。
　今求められているのは、労働者・国民のフトコロを
温め日本経済を元気にさせることです。今すぐ、労働
者保護の施策に改めるべきです。

27条 働く権利と保障をうたう

　日本は、憲法9条があるからこそ約70年間、一度も戦争に参加す
ることはありませんでした。
　しかし、政府は安保法制懇の答申を受け、歴代政権の憲法解
釈を変更して、集団的自衛権の行使を認めようとしています。
　さらに臨時国会には「特定秘密保護法案」、通常国会には「国
家安全保障基本法案」を準備しており、憲法を「改正」せずに、立

法化によって日本を戦争できる国に変えようとしています。最上位の
憲法の上に法律を置く行為は断固として許されません。
　軍備拡大は戦争の抑止力にはなりません。平和的な外交こそ重
要です。
※集団的自衛権とは、日本が他国から攻撃を受けない場合でも、米国などの同盟国が
攻撃を受けるなどした場合、反撃できる権利。歴代政権は「持っているが、９条との
関係上行使できない」という立場。
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憲法を守り、いかすよう求める請願

「かがやけ憲法」国会請願署名
衆議院議長 様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　201　 年　 月　 日
参議院議長 様

【 請 願 趣 旨 】

　平和のうちに、人間らしく生き、働くことは、国民共通の願いです。日本国憲法は、その
願いを明文にした「国民からの政府への命令書」です。

　その命令書を書きかえる「改憲」の動きが急です。
　2012年4月の自由民主党「日本国憲法改正草案」はその象徴的なものです。そこでは、憲
法前文の全面的な書き換えで「不戦の誓い」とすべての基本的人権の基礎である「平和的生
存権」という日本国憲法の原点を消し去っています。そして、戦力の不保持を宣言した憲法
第9条2項の削除、表現の自由などの基本的人権の「公の秩序」を理由にした制限、改憲手続
きの緩和など、憲法が憲法ではなくなる内容です。

　日本国憲法は制定から約70年、国民の様々な運動で、国民主権、基本的人権の実現、恒久
平和の追求という基本理念を守り、発展させてきた歴史があります。
　一方で憲法をないがしろにした政治を進めた結果、年収200万円以下のワーキングプアが
1000万人をこえ、雇用劣化・国民の貧困化が深刻になっています。

　私たちは、憲法をもっと積極的にいかし、発展させ、国民が主人公の日本、平和のうちに
人間らしく生き働ける日本を実現していくことが今こそ必要だと考えます。
その立場から、以下の事項を請願し、その実現を求めます。

【 請 願 項 目 】

○憲法を守り、日本を戦争できる国にしないでください。
○憲法をいかし、格差と貧困を解消し、雇用とくらしを改善してください。
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